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今
年
も
ゆ
る
キ
ャ
ラ
®
た
ち
と

盛
り
上
が
る
「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
®
ま

つ
り
in
彦
根
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

今
回
は
約
２
１
０
体
の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
が
彦
根
市
に
集
ま
り
、
出

身
地
域
な
ど
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
す
。

開
催
日　

10
月
22
日
㈯
・
同
23
日
㈰

時
間　

午
前
９
時
～
午
後
３
時

場
所　

夢
京
橋
キ
ャ
ッ
ス
ル
ロ
ー

ド
・
四
番
町
ス
ク
エ
ア
な
ど
中

心
市
街
地
商
店
街
一
帯

関
連
イ
ベ
ン
ト

●
ゆ
る
キ
ャ
ラ
®
達
と
も
ち
つ
き

大
会　

日
時　

10
月
22
日
㈯
午
後
１
時
～

場
所　

銀
座
商
店
街
特
設
会
場

●
陣
取
り
合
戦
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

日
時　

10
月
23
日
㈰　

午
前
11

時
～
（
受
付
は
10
時
30
分
～
）

場
所　

花
し
ょ
う
ぶ
通
り
商
店
街

交
通
規
制
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

安
全
に
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る

た
め
、
開
催
当
日
、
時
間
帯
に
よ

り
、
会
場
周
辺
道
路
は
、
一
部
の

区
間
が
歩
行
者
専
用
道
路
に
な
り

ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
夢
京
橋
キ
ャ
ッ

ス
ル
ロ
ー
ド

　
「
本
町
一
丁
目
」

交
差
点
か
ら

「
京
橋
」交
差
点

の
手
前
ま
で

◆
城
内　
「
京
橋
」

交
差
点
の
橋
か

ら
彦
根
東
高

校
・
大
津
地
方

裁
判
所
彦
根
支

部
前
の
城
内
分

岐
路
ま
で

ゆ
る
キ
ャ
ラ
®
ま
つ
り
in
彦
根

　
～
キ
グ
る
ミ
さ
み
っ
と
２
０
１
１
～

◆
四
番
町
ス
ク
エ
ア
内　
「
お
客

様
駐
車
場
」
を
含
む
全
域
（
一

部
を
除
く
）

◆
交
通
規
制
時
間　

午
前
８
時
～

午
後
５
時

公
共
交
通
機
関
で
お
越
し
く
だ
さ
い

　

両
日
と
も
市
外
か
ら
多
く
の
来

場
が
あ
り
、
会
場
付
近
の
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

ゆ
る
キ
ャ
ラ
®

ま
つ
り
in
彦
根
実
行
委
員
会
事

務
局
☎
20-

１
６
１
１
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
20-

１
６
１
３
番

◀
▼
昨
年
の
「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
®
ま
つ
り
in

彦
根
」
の
様
子
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傍
聴
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

彦
根
市
障
害
者
福
祉
推
進
会
議
・
専
門
委
員
会

①
彦
根
市
障
害
者
福
祉
推
進
会
議

　

彦
根
市
障
害
者
計
画
「
ひ
こ
ね
障
害
者
ま
ち
づ
く
り

プ
ラ
ン
」の
策
定
と
進
行
状
況
な
ど
に
つ
い
て
審
議

し
ま
す
。

②
彦
根
市
障
害
者
福
祉
推
進
会
議
専
門
委
員
会

　

彦
根
市
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
と
進
行
状
況
な
ど

に
つ
い
て
審
議
し
ま
す
。

①
・
②
い
ず
れ
も

▼
頻
度　

平
成
23
年
度
は
年
３
回
程
度
、
平
成
24
・
25

年
度
は
年
１
回
程
度

▼
傍
聴
方
法
等　

事
前
申
込
は
不
要
で
す
。
会
議
の
開

催
日
時
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。会
場
で
受
付
簿
に
氏

名
、
住
所
、
年
齢
を
記
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
※

傍
聴
席
は
10
席
程
度
。
入
場
は
先
着
順
。

▼
注
意
点　

議
事
な
ど
に
対
し
、
拍
手
な
ど
で
賛
否
な

ど
を
表
明
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
写
真
、ビ
デ
オ
な

ど
の
撮
影
や
録
音
な
ど
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
予
定　

①
11
月
２
日
㈬　

午
後
１
時
30
分
～

②
11
月
２
日
㈬　

午
後
３
時
30
分
～
、
場
所
は
①
・

②
い
ず
れ
も
彦
根
市
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
平

田
町
）　

※
次
回
以
降
の
予
定
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
障
害
福
祉
課
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

10
月
分
か
ら

子
ど
も
手
当
が
変
わ
り
ま
す

子
ど
も
手
当
の
対
象
と
な
る

全
て
の
人
は
新
た
に
申
請
が
必
要
で
す

　

子
ど
も
手
当
は
、
新
し
い
法
律
（「
平

成
23
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
」）
に
10
月
か
ら
変

わ
り
ま
し
た
。（
主
な
変
更
内
容
は
下
の
と

お
り
で
す
） 

　

法
律
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
伴
い
、今
ま

で
子
ど
も
手
当
を
受
け
取
っ
て
い
た
人

も
含
め
、
対
象
（
中
学
校
修
了
前
）
の
子

ど
も
を
養
育
し
て
い
る
全
て
の
人
は
、新

た
に
申
請
が
必
要
で
す
。（
公
務
員
の
人
は

勤
務
先
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
） 

　

平
成
23
年
９
月
末
時
点
で
、子
ど
も
手

当
を
受
給
し
て
い
る
人
に
は
、10
月
中
に

申
請
用
紙
を
送
付
し
ま
す
。申
請
書
が
届

か
な
か
っ
た
人
で
、10
月
以
降
新
た
に
該

当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

　

単
身
赴
任
な
ど
の
理
由
で
子
ど
も
と

別
居
し
て
い
る
人
、下
の
②
④
⑤
に
該
当

す
る
人
は
、必
要
に
応
じ
て
提
出
し
て
い

た
だ
く
書
類
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
い
手
続
き
方
法
は
、
保
険
年
金

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

 

保
険
年
金
課
☎

30-

６
１
３
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３

９
８
番

●中学校修了までの
子ども１人あたり、

　月額 13、000 円

●３歳未満の子ども１人あたり、
　月額 15、000 円
●３歳以上小学校修了までの子ども１人あたり、
　第１・２子は月額 10、000 円　
　第３子以降は月額 15、000 円
●中学生の子ども１人あたり、
　月額 10、000 円
※ 10 月分～平成 24 年１月分の手当は平成 24 年

２月に、平成 24 年２～３月分の手当は平成 24
年６月にそれぞれ支給。

10月分から９月分（10月分支給分）まで

①支給額

②子どもの居住地に対して国内居住要件の創設

③子どもが施設に入っている場合

④子どもとの同居優先

⑤子どもが国内に居住しているが、両親が国外にいる場合

●子ども手当は支給されない。 ●未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同
様の要件で子ども手当を支給。

●子どもが国外に居住していても一定の要件を満たせ
ば、日本にいる受給者（親）に子ども手当を支給。

●国内に居住している子どもにのみ、手当を支給。
※留学中などの場合は、一定の要件を満たせば支給。

●【養育する人がいない】　手当は支給されない。
●【親が養育している】　手当は親に支給。　　　

●施設に入所している子どもに対する手当は、全て
施設設置者に支給。  

※たとえ子どもの面倒をみていても、別居している
親には支給されない。（ただし、申請が必要）

●両親のうち、生計維持の度合いが高い親（所得の高い
親、税や保険の扶養にとっている親）に手当を支給。 

※離婚協議中などの理由で別居している場合でも、
生計維持の度合いが高い親が父親であれば、子ど
もが母親と同居していても、別居している父親に
子ども手当を支給。

●子どもと同居している親に支給。 
※単身赴任での別居を除いて、離婚協議中などの理

由から両親が別居している場合、子どもと同居し
ている親に手当を支給。

▶

▶

▶

▶

▶

●社会生活に
必要な移動
や 外 出 が
できるよう、
屋外での移
動が困難な
障害のある
人に、外出
の際の支援
を行う。

●視覚障害により、移動に著しい困難のある人の外出時に同行し、移動に必要な
情報提供を行い、移動を援護するため、次のサービスを行う。
①移動の際、外出先で必要な目で見た情報を伝える支援。（代筆や代読を含む）
②移動の際、外出先で必要な移動の援助。
③排泄や食事などの介護、その他外出の際に必要な援助。

♦経過措置
　原則として同行援護を優先してご利用いただきますが、グループ支援利用の場

合や事業所の体制などの事情により、当分の間、「移動支援」を併用していた
だくこともあります。１か月当たりの利用上限時間数は、身体介護を伴わない
場合は 50時間、身体介護を伴う場合は 30時間。「移動支援」と併用して同行
援護を利用する場合は、両方合わせて 50時間が利用上限時間。

10月から９月まで

①視覚障害者（児）外出介護が、「同行援護」（自立支援給付）として実施

▶

10
月
か
ら

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
が
変
わ
り
ま
す

　

10
月
か
ら
変
更
す
る
制
度
の
紹
介
を
下
に
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

障
害
福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス

●身体障害者
手帳の視覚
障害が１級
または２級
の人

●身体介護を伴わない場合
　「視力障害」「視野障害」「夜

や

盲
もう

」の区分のいずれかで、日常生活に一定程度以
上の支障があり、かつ「移動障害」の区分で盲人安全杖か盲導犬の使用による
単独歩行が困難な人

●身体介護を伴う場合
　上の「身体介護を伴わない場合」の条件に該当し、かつ次の両方に当てはまる人

①障害程度区分が「２」以上
②「つかまらずに歩行できる」「移乗できる」「移動できる」「排尿ができる」
「排便ができる」の全てに当てはまらない人

▶対
象

（なし） ●障害者自立支援法指定のグループホーム・ケアホーム利用の低所得者の家賃
（実費負担）を軽減するために、補足給付（特定障害者特別給付費）が、月額 10、
000 円を限度に（家賃額が 10、000 円を下回る場合は、当該家賃額）支給。

▶
サ
ー
ビ
ス

②グループホーム・ケアホームの補足給付を支給

（なし） ●次の両方に当てはまる人
①障害者自立支援法指定のグループホームかケアホームに居住している人
②生活保護世帯か市町村民税非課税世帯の人

▶対
象
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介
護
保
険
制
度
が
始
ま
っ
て
、

す
で
に
10
年
が
経
ち
ま
し
た
。
そ

の
間
に
彦
根
市
の
高
齢
者
数
は

年
々
増
加
し
、
今
年
の
３
月
末
現

在
で
、
２
２
、
５
７
６
人
、
高
齢

化
率
（
65
歳
以
上
人
口
が
彦
根
市
の

総
人
口
に
占
め
る
割
合
）は
20
・
１
％

（
市
民
の
５
人
に
１
人
は
65
歳
以
上
の

人
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
や

高
齢
者
福
祉
施
策
は
、「
彦
根
市
高

齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険

事
業
計
画
」
に
基
づ
い
て
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
は
３
年

を
１
期
と
し
て
策
定
す
る
も
の
で
、

現
在
、
平
成
24
年
度
か
ら
始
ま
る

第
５
期
事
業
計
画
の
策
定
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

新
し
い
計
画
を
策
定
す
る
た
め

の
、基
礎
資
料
と
す
る
た
め
に「
高

齢
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施

し
ま
し
た
。
貴
重
な
ご
意
見
を
伺

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
そ

の
一
部
を
報
告
し
ま
す
。

調
査
対
象

▼
一
般
高
齢
者　

要
支
援
・
要
介

護
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
市

内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人
（
無

作
為
抽
出　

１
、
５
０
０
人
）

▼
要
支
援
・
要
介
護
認
定
者

　

市
内
在
住
の
要
支
援
・
要
介
護

の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
（
無

作
為
抽
出　

１
、
５
０
０
人
）

調
査
の
時
期
と
方
法

　

６
月
、
郵
送
に
よ
る
配
布
・
回
収

有
効
回
答
数
（
率
）

一
般
高
齢
者　

１
、
０
２
３
人

（
68
・
２
％
）、
要
支
援
・
要
介
護

認
定
者
９
０
７
人
（
60
・
５
％
）

問
い
合
わ
せ
先　

介
護
福
祉
課

☎
23-

９
６
６
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

26-

１
７
６
８
番

高
齢
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

■　今回調査（平成23年）　■　前回調査（平成20年）

【一般高齢者の回答】

「介護予防に関して、彦根市に力を入れ
てほしいことは何ですか（複数回答）（％）」

【一般高齢者の回答】

「認知症の方が増加していますが、特に必要だと
思う支援やサービスはどれですか（複数回答）（％）」

【要支援・要介護認定者の回答】

「日頃生活する中で不安に思っていることは
何ですか（複数回答）（％）」

【要支援・要介護認定者の回答】

「介護保険居宅サービスの現在の利用
状況と今後充実を望むもの（％）」

「
認
知
症
の
予
防
」
が
高
く

な
っ
て
い
ま
す

「
身
近
な
認
知
症
対
応
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
」
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す

「
病
気
や
健
康
状
態
が
悪
く

な
っ
た
と
き
の
こ
と
」
が
高
く

な
っ
て
い
ま
す

「
通
所
介
護
」
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す

学校支援地域本部事業の紹介　①

　

　市内の全小・中学校で取り組んでいる様子を紹介
します。
　「学校支援地域本部事業」は、地域ぐるみで学校教
育を支援し、子どもの学習活動をより充実させるた
めの取り組みです。
　具体的には、授業時における教員の補助や、学校
行事時の引率や安全確保、校内環境の整備などにつ
いて、地域の人に「学校支援ボランティア」として
関わっていただく活動です。
　「私にもできそう」「やってみよう」と思った人は、
最寄りの小・中学校か、  教育委員会生涯学習課に
連絡をしてください。
問い合わせ先　  教育委員会事務局生涯学習課
　☎ 24-7974、ＦＡＸ 23-9190

　

保護者や地域の人の
協力による取り組みの様子

10
月
か
ら
教
育
委
員
会
事
務

局
の
各
課
に
直
通
電
話
番
号

が
で
き
ま
し
た

　

10
月
３
日
か
ら
教
育
委
員
会
事

務
局
の
各
課
に
直
通
の
電
話
番
号

が
で
き
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

▼
教
育
総
務
課

　

☎
24-

７
９
７
２
番

▼
学
校
教
育
課

　

☎
24-

７
９
７
３
番

▼
生
涯
学
習
課

　

☎
24-

７
９
７
４
番

▼
保
健
体
育
課

　

☎
24-

７
９
７
５
番

　
　
（
☎
22-

８
８
７
１
番
は
廃
止
）

▼
人
権
教
育
課

　

☎
24-

７
９
７
６
番

※

 

教
育
委
員
会
事
務
局
の
代
表

番
号
（
☎
24-

７
９
７
１
番
）
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
利
用
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

 

教
育
委
員
会

教
育
総
務
課
☎
24-

７
９
７
２

　

市 

教
育
委
員
会
教
育
総
務
課

１０月３日就任

前
まえ

川
かわ

恒
つね

廣
ひろ

 教育長

56 歳

子どもたちが地域の先生から学んでいます

▲
◀
①
大
学
生
に
よ
る

放
課
後
学
習
、
②
地

域
探
検
の
案
内
、
③

本
の
読
み
聞
か
せ

①

お
忘
れ
な
く　

新
１
年
生
の

就
学
時
健
康
診
断

　

来
春
、
小
学
校
に
入
学
す
る
幼

児（
平
成
17
年
４
月
２
日
～
同
18
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）
を
対
象
に
、
次
の

と
お
り
就
学
時
健
康
診
断
を
実
施

し
ま
す
。

実
施
日
と
会
場
と
な
る
小
学
校

11
月
２
日
㈬　

旭
森
小
学
校

　
　

７
日
㈪　

河
瀬
小
学
校

　
　

10
日
㈭　

若
葉
小
学
校　

　
　

11
日
㈮　

稲
枝
西
小
学
校

　
　
　
　
　
　

稲
枝
北
小
学
校

　
　

14
日
㈪　

城
西
小
学
校

　
　
　
　

　　　　　　　　

佐
和
山
小
学
校

　
　
　
　
　
　

高
宮
小
学
校

　
　

15
日
㈫　

城
南
小
学
校

　
　
　
　
　
　

平
田
小
学
校

　
　
　
　
　
　

城
陽
小
学
校

　
　

16
日
㈬　

城
東
小
学
校

　
　

17
日
㈭　

金
城
小
学
校

　
　

18
日
㈮　

城
北
小
学
校

　
　

24
日
㈭　

亀
山
小
学
校

　
　

28
日
㈪　

稲
枝
東
小
学
校

　
　

29
日
㈫　

鳥
居
本
小
学
校

受
付
時
間　

い
ず
れ
も
午
後
１
時

30
分
～
同
２
時

　

保
護
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
事
前

に
就
学
時
健
康
診
断
通
知
書
、
健

康
診
断
票
と
保
健
調
査
票
、
ア
レ

ル
ギ
ー
調
査
表
を
送
り
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
当
日
必

ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

受
診
す
る
日
と
会
場
は
通
知
し

ま
す
。
指
定
さ
れ
た
日
に
受
診
で

き
な
い
場
合
は
、
会
場
と
な
る
小

学
校
と
、
変
更
し
て
受
診
す
る
小

学
校
の
両
方
に
連
絡
の
う
え
、
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

実
施
日
ま
で
に
通
知
書
が
届
か

な
か
っ
た
り
、
記
載
さ
れ
た
事
項

に
誤
り
が
あ
っ
た
り
し
た
と
き
は
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

 

教
育
委
員
会

保
健
体
育
課
☎
24-

７
９
７
５

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
１
９
０
番

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
１
９
０
番

②

③
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国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

▼
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
発
行

さ
れ
ま
す

　

～
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で  

　

大
切
に
保
管
を
～

　

所
得
税
と
住
民
税
の
申
告
で
、

国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、
支
払
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
23
年
１
月
１
日
か
ら
９
月

30
日
ま
で
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
人
に
対
し
、
支
払
っ
た

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
で
あ
る

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
10
月
下
旬
か
ら

11
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

は
必
ず
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領
収

証
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

に
、
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
た
人
に
は
、

平
成
24
年
１
月
下
旬
に
送
付
さ

れ
ま
す
。

家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
場
合

　

納
付
し
た
本
人
の
社
会
保
険
料

控
除
の
申
告
に
加
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
家
族
あ
て
に
送
ら

れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ　

『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』
は

　

期
限
ま
で
に
提
出
し
ま
し
ょ
う

　

老
齢
年
金
・
退
職
年
金
は
、
雑

所
得
と
し
て
所
得
税
の
課
税
対
象

と
さ
れ
て
い
ま
す
。（
障
害
年
金
・

遺
族
年
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
）

　

課
税
対
象
と
な
る
受
給
者
に
は
、

毎
年
11
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
扶
養
親
族
等
申
告
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
12
月
１
日

の
提
出
期
限
ま
で
に
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中
に

受
け
ら
れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得

税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
決
ま
り
ま

す
。
も
し
提
出
を
忘
れ
る
と
各
種

控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
所
得
税
の

源
泉
徴
収
税
額
が
多
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
年
金
以
外
に
収
入
が
あ

る
場
合
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
平
成
24
年
分
「
扶
養
親
族
等
申

告
書
」
が
送
付
さ
れ
る
人
（
次

の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
す
人

に
送
付
さ
れ
ま
す
）

　

①
年
齢
が
65
歳
未
満
で
年
金
額

　

１
０
８
万
円
以
上

　

②
年
齢
が
65
歳
以
上
で
年
金
額

　

１
５
８
万
円
以
上

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１

４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
８
番

一
般
競
争
入
札
で
市
有
地
を

売
却
し
ま
す

　

彦
根
市
で
は
、
市
有
地
を
一
般

競
争
入
札
で
売
却
し
ま
す
。

　

一
般
競
争
入
札
と
は
、
あ
ら
か

じ
め
公
表
さ
れ
た
最
低
売
却
価
格

以
上
で
、
最
も
高
い
価
格
を
つ
け

た
人
（
法
人
）
に
売
却
す
る
方
法

で
す
。
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、

誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

売
払
物
件　

左
の
表
や
位
置
（
■

の
部
分
の
と
お
り
）

実
施
案
内
書
・
参
加
申
込
用
紙
の

配
布

期
間　

10
月
17
日
㈪
～
同
27
日
㈭

場
所　

公
有
財
産
管
理
室
、
支

所
、
各
出
張
所

※
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

参
加
申
込
の
受
付

　

申
込
書
・
誓
約
書
を

公
有
財

産
管
理
室
に
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間　

10
月
17
日
㈪
～
同
27
日
㈭

　

必
着
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

入
札
日
・
場
所

日
時　

11
月
７
日
㈪

場
所　

契
約
監
理
室

申
込
書
送
付
・
問
い
合
わ
せ
先

公
有
財
産
管
理
室（
〒
５
２
２-

８
５
０
１　

元
町
４-

２
）☎
30-

６
１
１
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-
１
３

９
８
番

位置図

ご
覧
く
だ
さ
い　

琵
琶
湖
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

　

毎
年
９
月
１
日
現
在
で
、
本
人

の
申
請
に
よ
っ
て
琵
琶
湖
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

を
調
製
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

同
事
務
局
☎

30-

６
１
３
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

４
５
５
１
番

縦
覧
期
間　

10
月
20
日
㈭
～
11
月

３
日

（木・祝）
の
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時

縦
覧
場
所　

選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
（
市
役
所
４
階
）、
土
・

日
曜
日
、
祝
日
は
庁
舎
西
口
宿

直
室

登
録
資
格　

市
内
に
住
所
か
事
業

所
が
あ
る
人
で
、
１
年
に
90
日

以
上
漁
船
を
使
用
し
て
漁
業
を

営
む
か
、
漁
業
者
の
た
め
に

漁
船
を
使
用
し
て
水
産
動
植
物

の
採
捕
ま
た
は
養
殖
に
従
事
し
、

今
年
の
12
月
５
日
現
在
で
20
歳

以
上
の
人
な
ど

10
月
は「
浄
化
槽
月
間
」で
す

　

彦
根
市
で
は
、
家
庭
か
ら
排
出

さ
れ
る
生
活
雑
排
水
の
適
正
な
処

理
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い

な
い
地
域
で
活
躍
し
て
い
る
の
は

浄
化
槽
で
す
。
浄
化
槽
は
適
正
な

管
理
に
よ
り
機
能
が
維
持
さ
れ
ま

す
。

　

か
け
が
い
の
な
い
環
境
を
守
っ

て
い
く
た
め
に
、
浄
化
槽
の
適
正

な
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

浄
化
槽
は
、
保
守
点
検
・
清
掃
・

法
定
検
査
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ

と
で
、
機
能
を
発
揮
し
ま
す
。

　

保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査

は
、
資
格
の
あ
る
業
者
に
依
頼
し
、

適
正
に
管
理
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課

☎
30-

６
１
１
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

27-

０
３
９
５
番

10
月
20
日
か
ら

最
低
賃
金
は

１
時
間
７
０
９
円
で
す　

　

滋
賀
県
の
最
低
賃
金
は
、常
用
・

パ
ー
ト
な
ど
雇
用
形
態
を
問
わ
ず
、

県
内
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

　

最
低
賃
金
は
賃
金
の
最
低
額
を

保
証
す
る
と
と
も
に
、
労
働
条
件

の
改
善
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。

　

県
内
で
労
働
者
を
１
人
で
も
雇

用
し
て
い
る
事
業
主
は
、
10
月
20

日
㈭
か
ら
、
１
時
間
７
０
９
円
以

上
、
賃
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※
特
定
産
業
に
は
、
特
定
（
産
業

別
）
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
労
働
基
準

監
督
署
☎
22-

０
６
５
４
番
、Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

０
２
４
１
番

彦
根
市
商
業
振
興
基
本
条
例

が
施
行
さ
れ
ま
し
た

　

10
月
１
日
か
ら
「
彦
根
市
商
業

振
興
基
本
条
例
」
が
施
行
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
事
業
者
、
商
店

会
（
商
店
街
組
合
）、
経
済
団
体
な

ど
や
彦
根
市
の
責
務
を
明
確
化
し
、

事
業
者
の
商
店
会
、
経
済
団
体
な

ど
へ
の
加
入
と
地
域
貢
献
に
よ
り
、

商
業
の
振
興
と
地
域
社
会
の
発
展

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

▼
基
本
理
念

　

商
業
の
振
興
は
、事
業
者
、商

店
会
、
経
済
団
体
、
彦
根
市
が

連
携
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
な
ど

の
理
解
と
協
力
の
も
と
に
施
策

を
推
進
し
ま
す
。

▼
事
業
者

　

商
店
会
や
経
済
団
体
へ
の
積

極
的
な
加
入
と
、
商
店
会
や
経

済
団
体
が
行
う
商
業
振
興
に
関

す
る
事
業
に
積
極
的
に
参
加
し

協
力
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

▼
大
規
模
小
売
店
舗

　

事
業
者
と
し
て
の
責
務
に
努

め
、
周
辺
の
事
業
者
や
商
店
会

な
ど
と
の
共
存
を
図
る
と
と
も

に
、
大
規
模
小
売
店
舗
内
で
事

業
活
動
を
行
う
事
業
者(

テ
ナ

ン
ト)

に
対
し
て
も
事
業
者
の

責
務
の
周
知
に
努
め
ま
す
。

▼
商
店
会

　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
核

と
し
て
に
ぎ
わ
い
と
交
流
の
場

を
創
出
し
、
商
店
街
の
活
性
化

を
図
り
、
事
業
者
の
加
入
促
進

と
組
織
基
盤
の
強
化
、
商
店
会

相
互
の
連
携
に
努
め
ま
す
。

▼
経
済
団
体
等

　

事
業
者
の
事
業
活
動
に
対
す
る

支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
商
業
の

振
興
の
た
め
に
彦
根
市
と
協
力
し

て
事
業
の
実
施
に
努
め
ま
す
。

▼
彦
根
市

　

商
業
の
振
興
や
商
店
街
活
性

化
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
実

施
し
、
必
要
に
応
じ
て
事
業
者
、

商
店
会
、
経
済
団
体
な
ど
に
対

し
、
指
導
、
助
言
を
行
い
ま
す
。

▼
市
民

　

商
業
の
振
興
が
市
民
生
活
の

向
上
と
地
域
社
会
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
こ
と
へ
の
理
解
を
深

め
、
商
店
会
や
事
業
者
が
実
施

す
る
事
業
や
、
彦
根
市
、
経
済

団
体
な
ど
の
商
業
振
興
施
策
に

対
し
積
極
的
な
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

商
工
課
☎

30-

６
１
１
９
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

「
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
ひ
こ
ね
」

を
紹
介
し
ま
す

　

ま
ち
づ
く
り
支
援
機
関
で
あ
る

「
彦
根
Ｔ
Ｍ
Ｏ
事
業
推
進
協
議
会
」

で
は
、「
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
事

業
」（
※
）
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
新
た
に
オ
ー
プ
ン
さ
れ
た

「
富ふ

良ら

野の

ス
ー
プ
カ
レ
ー　

Ａ
Ｊ

Ｉ
Ｔ
Ｏ
（
ア
ジ
ト
）」「
半は

ん

月げ
つ

舎し
ゃ

」
の

２
店
を
皆
さ
ん
に
紹
介
し
ま
す
。

※
中
心
市
街
地
商
店
街
の
活
性
化

を
目
的
と
し
、
空
き
店
舗
を
活

用
し
て
新
規
開
業
に
挑
戦
す
る

事
業
者
に
対
し
て
家
賃
補
助
を

行
っ
て
い
ま
す
。

▼
富
良
野
ス
ー
プ
カ
レ
ー

　

Ａ
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｏ

営
業
内
容　

ス
ー
プ
カ
レ
ー
他

場
所　

本
町
一
丁
目
11-

１　

２
階
（
四
番
町
ス
ク
エ
ア
内
）

営
業
時
間　

午
前
11
時
～
午
後

９
時
（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー　

午

後
８
時
30
分
）

定
休
日　

毎
週
月
曜
日
、
第
２

･

４
火
曜
日

電
話　

☎
22-

７
７
８
７
番

▼
半
月
舎

営
業
内
容　

古
本
販
売
、
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
ほ
か

場
所　

京
町
三
丁
目
５-

41
（
お

い
で
や
す
商
店
街
内
）

営
業
時
間　

午
前
11
時
～
午
後

６
時

定
休
日　

木
・
日
曜
日
、
祝
日

Ｅ
メ
ー
ル

   m
ail@

hangetsusha.com

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
Ｔ
Ｍ
Ｏ
事

業
推
進
協
議
会
（
彦
根
商
工
会
議

所
内
）
☎
22-

４
５
５
１
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

２
７
３
０
番
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〈場所〉　稲枝西小学校（本庄町）　〈日時〉　11月26日㈯、12
月10日㈯、同17日㈯の10：00～12：00　〈申込期間〉　
10月17日㈪～11月4日㈮（当日消印有効）　〈メニュー〉
米粉ケーキ、さつま芋の抹茶ボール、ビストロソーセー
ジほか　〈対象〉　手作りおかずやおやつに興味のある小
学生以上の人。ただし、小学 1 • 2 年生は保護者同伴

〈受講料〉600 円（中学生以下は無料）　ただし、材料費
900 円、保険代 100 円が別途必要　〈定員〉20人（申
込多数の場合は抽選）   〈申込方法・問い合わせ先〉往復はが
きの往信の裏面に住所、氏名、ふりがな、年齢、電話番
号、希望講座、会場校を、返信の表面に郵便番号、住所、
氏名を書いて、 教育委員会生涯学習課（〒 522-0001
尾末町１-38）☎ 24-7974、FAX23-9190 へ

〈内容〉  人生をより豊かに生きるためのヒントとなる講
座です。第１回目は脳トレにもなる 「速読体験」、第2回目
は最期まで自分らしく生きるための 「エンディングノー
ト体験」をします。　「エンディングノート」とは、万が一の
ときに備えてあなたの大事な人たちに、あなたの思いや
メッセージを託すノートのことです。　〈日時〉　第１回１０
月２９日㈯10：00～11：30　第2回１１月５日㈯13：
30～15：00　〈場所〉   男女共同参画センター「ウィ
ズ」会議室   〈対象〉　市内に在住・在勤・在学している人 

〈定員〉      　　　30人 （先着順）　〈受講料〉　各回200 円　〈申込期
間〉　10月15㈯～同27日㈭　〈申込方法・問い合わせ先〉　
電話、FAX、または E メールで、  男女共同参画センタ
ー「ウィズ」☎ 24-3529（FAX 共用） 、 E メール：with.
hikone@oboe.ocn.ne.jp

〈内容〉彦根市国際交流員と一緒に、ブラジル料理を作
りながら交流を深めます。　〈メニュー〉アホスカ  ヘテ
イロ（干し肉のピラフ）、ゆで野菜のサラダ、キャッサバ芋の
揚げ物　〈日時〉10月29日㈯　10：00 ～ 13：30　

〈場所〉　 男女共同参画センター 「ウィズ」 調理実習室（平
田町）　〈定員〉　15 人（先着順）　〈参加費〉1,000 円　〈持
ち物〉　エ プ ロ ン、 三 角 巾、 ふ き ん　〈申込開始〉10
月17日㈪　〈申込・問い合わせ先〉 人権政策課☎ 30-
6113、FAX24-8577

〈内容〉　秋の夜空の星座や惑星を観望します。　 〈日時〉　10
月28日㈮　19：00 ～翌 29 日㈯　８：00　（悪天候の
場合は中止。当日16：30 までに開催の有無を確認して、来
館してください。予備日はありません）　〈場所〉　 子どもセン
タ－（日夏町）　〈対象〉　小学４年生～中学３年生と保護者　

〈定員〉　15 組 （先着順） 　〈持ち物〉防寒着、手袋、毛布、洗
面用具、懐中電灯、軽夜食、飲み物、筆記用具、メモ帳

〈費用〉　500 円　〈申込期間〉　10月17日㈪～同27日㈭　
〈申込・問い合わせ先〉電話か、直接 子どもセンタ－窓口
☎ 28-3645、FAX28-3646 へ

〈日時〉11月12日㈯ 9：30 ～ 14：00（雨天時は、中止
する場合があります）　〈場所〉 清掃センター（野瀬町）※

「エコライフの集い」会場内で開催　〈出店料〉１ブース
500円　※出店数は55ブース　〈申込期限〉11月5日㈯

〈申込方法・問い合わせ先〉直接、リサイクルステーショ
ンで申し込むか、往復はがきの往信の裏面に住所、氏
名、電話番号、出店品目、人数、出店希望日を、返信の
表面に住所、氏名を書いてリサイクルステーション（〒
522-0088 銀座町４-19、受付時間 10：00 ～ 16：00、
木・日曜日、祝日は休み）☎ 26-4810（FAX 共用）へ

　教室開放事業「ビストロファミリー講座」

 

　ひこねエコマーケット「夢畑」

 

　ブラジル料理教室

　

考
古
学
会
を
代
表
す
る
研
究

者
に
、
荒
神
山
古
墳
の
築
造
の

意
義
と
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て

討
論
い
た
だ
き
、
そ
の
重
要
性

に
つ
い
て
皆
さ
ん
と
考
え
ま
す
。

日
時　

11
月
19
日
㈯　

午
後
１

時
～
同
４
時
30
分（
受
付
は
午

後
０
時
30
分
～
）

会
場　

ひ
こ
ね
燦
ぱ
れ
す　

多

目
的
ホ
ー
ル
（
小
泉
町
）

内
容

▼
第
１
部　

講
演
・
報
告
会

「
水
運
と
前
方
後
円
墳
～
大

和
政
権
の
対
外
政
策
～
」

広ひ
ろ

瀬せ

和か
ず

雄お

さ
ん
（
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
教
授
）

「
古
墳
時
代
前
期
か
ら
中
期

へ
の
移
行
と
佐
紀
古
墳
群
」

今い
ま

尾お

文ふ
み

昭あ
き

さ
ん
（
奈
良
県

立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属

博
物
館
学
芸
課
長
）

「
昼ひ

る

飯い

大
塚
古
墳
と
そ
の
時

代
～
東
海
西
部
の
動
向
～
」      

中な
か

井い

正ま
さ

幸ゆ
き

さ
ん(

大
垣
市

教
育
委
員
会
文
化
振
興
課
課

長
補
佐
）

　
「
荒
神
山
古
墳
の
概
要
と
発

掘
調
査
成
果
」　

林
昭
男 

（

教
育
委
員
会
文

化
財
課
）

▼
第
２
部　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

　

カ
ッ
シ
ョ
ン

　

テ
ー
マ
「
大
和
政
権
、
東
国

進
出
へ
の
足
が
か
り
」

★
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

細ほ
そ

川か
わ

修し
ゅ
う

平へ
い

さ
ん
（
財
団
法

人
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会

副
主
幹
）

　
　

★
パ
ネ
リ
ス
ト

広
瀬
和
雄
さ
ん
、
今
尾
文

昭
さ
ん
、中
井
正
幸
さ
ん
、 

林
昭
男    

定
員　

３
０
０
人
（
先
着
順
）

事
前
申
込　

不
要
で
す
。
直
接

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

参
加
費　

３
０
０
円（
資
料
代
）

※
駐
車
場
に
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
、
で
き
る
限
り
公
共
交

通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

教
育
委
員

会
文
化
財
課
☎
26-

５
８
３

３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

５
８
９

９
番

荒
神
山
古
墳
国
史
跡
指
定
記
念

「
大
和
政
権
、
東
国
進
出
へ
の
足
が
か
り
」

　

〜
荒
神
山
古
墳
築
造
の
意
義
を
探
る
〜

〈内容〉　佐和山城跡を巡りながら、虎口（城の出入り口）と
城道に焦点をあてて、最新の調査成果を分かりやすく丁
寧に解説します。また、江戸時代から佐和山を守り続け
てきた清

せい

凉
りょう

寺
じ

の本堂裏にある国指定史跡の彦根藩主井
伊家墓所にも立ち寄ります。佐和山廃城から現在の姿
になるまでの佐和山の歴史を再発見してみませんか。　

〈日時〉　　11月13日㈰　13：00 ～16：30（小雨決行）　
〈集合場所〉龍

りょう

潭
たん

寺
じ

前駐車場（古沢町）　〈対象〉小学生以
上の人　　〈定員〉　　　50人（先着順）　〈参加費〉100 円（資
料代）　〈申込期間〉10月17日㈪～11月11日㈮　　〈申込
方法〉電話、FAX、または彦根市ホームページから申し
込んでください。　〈問い合わせ先〉　 教育委員会文化
財課☎ 26-5833、FAX26-5899

　彦根歴史探索ウォーク 第 3 回
　彦根藩主井伊家墓所と
　佐和山城跡 虎

こ

口
ぐち

・城道を探る
〈内容〉　多賀町の豊かな自然を存分に味わうことができ
る絶好の機会です。森林の散策、レクチャー、林業体験
などを通じた「自然体験学習」、間伐材を利用した「エ
コクラフト」では、世界に１つしかないオリジナル時計
を製作、また県内一の生産量を誇る多賀町のそばを使っ
た「多賀そば打ち」の体験と試食を楽しむことができま
す。　〈日時〉　11月13日㈰　9：30 ～ 15：30（受付は
9：00 ～）　〈場所〉　高取山ふれあい公園（犬上郡多賀町藤
瀬 1090）　〈参加費〉大人（中学生以上）200 円、子ども
100 円　〈定員〉　70人（先着順）   〈申込期限〉　10月31日
㈪   〈申込方法・問い合わせ先〉多賀町商工会（担当：西
村）☎ 48-1811

市立病院は明治24年に開設以来、今年で 120周年を迎
えました。これを記念して講演会を開催します。

〈内容〉　▶「病院の歴史」　小林隆（ 教育委員会市史編さ
ん室長補佐）▶記念講演①「生

い の ち

命輝かそう彦根市立病院
～よい医療を効率的に地域住民と共に～（一

いち

地方病院で
のささやかな試み）」　邉

へん

見
み

公
きみ

雄
お

さん（全国自治体病院協議会
長）、記念講演②「地域の医療を支える人材の育成を目
指して」　馬

ば

場
んば

忠
ただ

雄
お

さん（滋賀医科大学長）　〈日時〉　11月
6日㈰　13：00 ～ 16：00　〈場所〉　ひこね燦ぱれす多
目的ホール（小泉町）　〈参加費〉　無料　〈定員〉　300人（先
着順）    〈申込期限〉　11月４日㈮　〈申込方法・問い合わせ
先〉電話か、氏名、電話番号を書いて FAX で病院総務課
☎ 22-6050（内線 3522）、FAX26-0754 へ

　湖東定住自立圏の具体的な取り組み（地域創造事業）
　自然とエコを触れて・学んで・考える！
　「たかとり探検隊」

 

　親子DE望遠鏡 （仮泊編）　

　市立病院創立 120周年記念講演会
　ウィズ　男と女の生き方セミナー　　
　「明日へのチ・カ・ラ！～未来を拓く２レッスン～」

▲昨年の歴史探索ウォークの様子。場所は国指定史跡彦根藩主井伊
　家墓所
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行 事 名 日 時 場 所 内 容 ・ 問 い 合 わ せ 先 等

※特に記載のないときは無料です。

10月17日㈪
～11月18日㈮

9：30～16：30

滋 賀 大 学 経 済 学 部
附属史料館１階展示室
（　馬 場 一 丁 目　）

☎27-1046（FAX共用）

内　容： 江戸時代の旅日記・紀行文に記された、湖東・湖北
の風景を取りあげます。「名所図会」や「宿絵図」などを
用いて、旅行者が眺めた名所や宿場町の姿を紹介します。

企画展
「江戸時代の近江を旅
する～湖東・湖北の
名所を中心に～」

10月29日㈯
13：30～16：00

滋賀大学経済学部講堂
（　馬 場 一 丁 目　）

講　師： 江竜喜之（えりゅう・よしゆき）さん（元長浜城歴史博物
館長）

その他： 展示解説を青柳周一（あおやぎ・しゅういち）さん（専
任教員）が行います。
滋賀大学経済学部附属史料館☎27-1046（FAX共用）

企画展　関連講演会
「近江路を歩いた人々」

グリーンピアひこね
教室・講座発表展示会

10月19日㈬、同20日㈭
9：00～17：00
(最終日は15：00まで)

グリー ンピアひこね
（　清　崎　町　）
☎25-3909

内　容：盆栽・菊・寄せ植え・書道・生け花の展示、カラオケ
発表。黒豆ずし・おはぎ・花の苗の販売など。

30周年記念
秋 の 市 民 音 楽 祭

11月3日（木・祝）
13：00～16：30

ひこね市文化プラザ
グ ラ ン ド ホ ー ル
（　野　瀬　町　）

内　容：絵本の読み聞かせ・てあそび・パネルシアターなど
　両日とも、赤ちゃん向けおはなし会は11：00～、幼児向け
おはなし会は14：00～　
ひこね児童図書研究グループ・市立図書館

秋 の お は な し 会
（ 読 書 週 間 ）

11月5日㈯、6日㈰
市 立 図 書 館
　 ☎22-0649
FAX26-0300

内　容：市内各演奏団体による演奏会を開催し、皆さんに音楽を
聴いていただくとともに、演奏団体の交流を行います。

　　今回は、彦根音楽連盟の30周年を記念し、よりスケールの大
きな市民音楽祭として開催します。
彦根市民音楽祭実行委員会（担当： 古川）☎23-0391

県立小児保健医療センター
（　守　山　市　）　
☎077-582-6200
FAX077-582-6304

子どもの健康セミナー
子どものアレルギー教室

11月8日㈫
13：30～16：00

講　演：「子どものぜんそく～どんな子がなりやすい？どんな
子が悪化しやすい？～」（※要事前申込）

講　師：楠隆さん（くすのき・たかし）（小児保健医療センター医師）
その他：吸入薬の使い方の実践講習も行います。

県 立 盲 学 校
（　西　今　町　）　
☎22-2321
FAX26-3686

県立盲学校（専攻科）
オープンスクール

11月15日㈫
9：30～14：00
(受付は9：30～)

対　象：１８歳以上で、矯正視力が0.3未満、または視力があ
っても視野などに障害があり、文字や図形などの認識が困難
な人
内　容：専攻科でのマッサージ・指圧施術などの授業見学や、
臨床実習体験を行います。
申　込：10月31日㈪までに申し込んでください。
担当：天下（あました）、平井、宇野

彦 根 勤 労 福 祉 会 館
２ 階 会 議 室
（　大　東　町　）

（公社）日本オストミー
協会滋賀県支部
地 域 相 談 会

11月26日㈯
13：30～15：30

対　象：オストメイト（ガンなどで人工ぼうこう、人工肛門を造設し
た障害者）とその家族
講　演：「ストーマケアの基本とスキンケア」
講　師：大音博美（おおと・ひろみ）さん（長浜赤十字病院皮膚・排
泄ケア認定看護師）

その他：個別相談会も行います。
（公社）日本オストミー協会滋賀県支部（担当： 谷口）
☎077-562-1773（FAX共用）

子どもセンター
（　日　夏　町　）

Ｍ Ｏ Ａ 美 術 館
彦 根 児 童 作 品 展

10月29日㈯、同30日㈰
10:00～16:00
(最終日は14：30まで)

内　容：市内全小学校の「絵画の部（版画を含む）」作品展示
ＭＯＡ美術館彦根児童作品展実行委員会（担当：中川）
☎28-1756

彦 根 勤 労 福 祉 会 館
（　大　東　町　）

10月29日(土)
13：00～15：45

内　容：▶第1部は講演会。テーマは「沙羅（さーら）という語
の恩恵」。講師は以倉紘平（いくら・こうへい）さん（詩人）　
▶第2部は演奏会（デュオ・リサイタル）。演奏者は、井伊亮
子（いい・あきこ）さん（フルート）、中路友恵（なかみち・とも
え）さん（マリンバ）
彦根文芸協会（担当： 島野）☎22-0479

「 ひ こ ね 文 芸 」
第 3 0 号 記 念大会

　

市
内
で
最
近
起
こ
っ
た

　

悪
質
訪
問
販
売
の
情
報
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　

あ
る
日
突
然
、
高
齢
者
の
両
親
の
自
宅
に
事
業
者
か
ら
皇
室
関
係

の
書
籍
が
送
ら
れ
て
き
た
。

　

電
話
で
勧
誘
が
あ
っ
た
の
か
聞
い
て
み
た
が
、
覚
え
て
い
な
い
と

い
う
。

　

商
品
と
一
緒
に
代
金
の
請
求
書
や
振
込
用
紙
が
同
封
さ
れ
て
い
た
。

支
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
。

　

注
文
し
て
い
な
い
商
品
が
一
方

的
に
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
を
「
送

り
つ
け
商
法
」
や
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

オ
プ
シ
ョ
ン 

」
と
言
い
ま
す
。

　

契
約
は
買
い
手
と
売
り
手
と
の

間
の
合
意
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成

立
し
ま
す
。
消
費
者
が
注
文
し
て

い
な
い
の
に
勝
手
に
送
ら
れ
て
き

た
商
品
に
対
す
る
契
約
は
成
立
し

て
い
な
い
の
で
、
支
払
い
義
務
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

商
品
が
送
ら
れ
て
き
た
日
か
ら 

14
日
間
経
過
す
れ
ば
自
由
に
処
分

で
き
ま
す
。
代
金
を
払
う
必
要
も

自
分
か
ら
商
品
を
返
送
す
る
必
要

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
そ
の 

14
日
間
の
保
管

期
間
中
に
商
品
を
使
う
と
「
購
入

す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
」
と
み
な

さ
れ
て
代
金
を
支
払
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。

　
「
14
日
間
も
保
管
し
て
お
く
の

は
嫌
だ
」
と
い
う
人
は
、
保
管
期

間
を
短
縮
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
彦
根
市
消
費
生
活
相
談

窓
口
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

訪
問
販
売
の
契
約
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
消
費
生
活
に
関
す
る
こ
と
は
彦

根
市
消
費
生
活
相
談
窓
口
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

義
援
金
に
ご
協
力
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

協
力
い
た
だ
い
た
義
援
金

２
、
９
９
６
万
６
、
０
０
６
円

　

彦
根

市
が
募

集
し
て

い
ま
し

た
東
日

本
大
震
災
に
係
る
義
援

金
の
受
付
が
９
月
30
日

で
終
了
し
ま
し
た
の
で
、

日
本
赤
十
字
社
に
送
金

し
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
お
気
持
ち
は
、日
本

赤
十
字
社
を
通
じ
て
被

災
地
の
復
興
に
役
立
て

ら
れ
ま
す
。ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

彦
根
市
が
募
集
す
る

義
援
金
は
終
了
し
ま
し

た
が
、日
本
赤
十
字
社
滋

賀
県
支
部
彦
根
地
区（
市

役
所
１
階　

出
納
室
）で

は
引
き
続
き
受
付
を
し

て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

危

機
管
理
室
☎
30-

６

１
５
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番
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※駐車場での駐車時間は、30～40分間です。

※臨時の収集は、早めにお申し込みください。
（臨時の収集は、原則として毎週火・金曜日に実
施します）

※収集の状況によって、収集日は 3 日程度前
後することがありますが、ご了承ください。

11月前半

1 日㈫

2 日㈬

4 日㈮

7 日㈪

8 日㈫

9 日㈬

10日㈭

11日㈮

14日㈪

野田山、正法寺、地蔵、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、
銀座、中央（第１• ４部）、芹橋一丁目、芹橋二丁目（河原二
丁目一部を含む）、幸、松原一丁目、松原二丁目、松原（四ッ
川）、西今、平田（大沢）、三津
野田山、正法寺、地蔵、外、里根、幸、安清、芹、野瀬、西今、
海瀬、三津屋
里根、外、城町一丁目、栄町一丁目、池州、八坂北、開出今
団地（第１• ３部）、八坂、須越、西今、宇尾、幸
芹川（南、大仏、千鳥ヶ丘）、小泉（開出）、山之脇、大藪、宇尾、
竹ケ鼻、開出今蔵の町団地、八坂東団地
地蔵（湖上平団地）、原（原西団地）、芹川（北、千鳥ヶ丘）、
後三条（下）、開出今、宇尾、清崎（西、清崎団地）
大橋、元岡、沼波、正法寺（太平団地）、西沼波（東部）、中
藪一丁目、中央（第２• ３部）、立花、開出今、宇尾、竹ケ鼻、
賀田山（大山、小山、茂賀、小田部）
金亀、尾末、中藪、元、船、旭、城町二丁目、栄町二丁目、
正法寺（太平団地）、馬場一丁目、馬場二丁目、長曽根、開出今、
京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、清崎（東、西）、彦富

（笹田団地を除く）、金沢（林、中下、長江）
佐和、大東、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、錦（第１部）、
小泉、戸賀、長曽根南、平田（西、北）、和田、開出今、甘呂、
彦富（笹田団地を除く）
橋向、新、芹中、岡、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、
後三条（上）、東沼波、小泉、平田（南、中）、甘呂、彦富（笹
田団地を除く）

日・曜日 駐　　　　　車　　　　　場 時　間

巡回日程【11月前半】

図書館休館日（11月前半）

３日（木・祝）、7 日㈪、14日㈪

2 日㈬

4 日㈮

1 日㈫

8 日㈫

9 日㈬

10 日㈭

太 平 団 地
東 山 会 館
湖 上 平 団 地 堤 医 院 前
葛 籠 町 公 民 館
高 宮 地 域 文 化 セ ン タ ー
Ｂ Ｓ ア パ ー ト ２ 号 棟

宮 田 町 山 田 神 社
JA 東 び わ こ 鳥 居 本 支 店 駐 車 場
鳥 居 本 高 根 団 地
小 野 こ ま ち 会 館

清 崎 町 ば ん ば
JA 東 び わ こ 本 店 前 駐 車 場
河 瀬 地 区 公 民 館
多 景 保 育 園 横
長曽根町・エクセレントヒルズ彦根
彦 根 ニ ュ ー タ ウ ン 中 央 部
楡 公 民 館
亀 山 出 張 所
人権 • 福祉交流会館（WA っとねす春日）

１３：２０
１４：１０
１５：００
１３：３０
１４：２０
１５：１０

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００ 

１３：２０
１４：１０
１５：００
１３：２０
１４：１０
１５：００
１３：３０
１４：２０
１５：１０

11 日㈮

鳥 居 本 地 区 公 民 館
小泉町百貨卸センター駐車場（東側）
東 沼 波 町 秋 葉 神 社
旭 森 地 区 公 民 館

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００

15 日㈫
JA 東 び わ こ 種 子 セ ン タ ー
滋 賀 観 光 バ ス 彦 根 営 業 所
ロ ー ソ ン 彦 根 外 町 店 駐 車 場

１３：２０
１４：１０
１５：００
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中
川
蒼
介
ち
ゃ
ん

（
芹
川
町
）

伊
藤
樹
生
ち
ゃ
ん

（
大
藪
町
）

田
辺
美
優
ち
ゃ
ん

（
高
宮
町
）

な
か　

が
わ　

そ
う　

す
け

た　
　

な
べ　

 

み　

  

ゆ
う

い　
　

と
う　

い
つ　

  

き

　

骨
を
強
く
す
る
生
活
習
慣 

（
食
事
や
運

動
な
ど
） 

を
楽
し
く
学
び
体
験
す
る
講
座

で
す
。

内
容　

美
骨
ス
ト
レ
ッ
チ
＆
カ
ル
シ
ウ
ム

ア
ッ
プ
食
べ
合
わ
せ
術

日
時　

11
月
28
日
㈪　

午
前
９
時
30
分
～

正
午
（
受
付
は
午
前
９
時
20
～
30
分
）

場
所　

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
別
館
２
階

定
員　

30
人
（
先
着
順
）

受
講
料　

無
料

申
込
期
限　

11
月
21
日
㈪

そ
の
他　

運
動
の
で
き
る
服
装
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。上
靴
は
不
要
で
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
推
進
課

骨
か
ら
若
々
し
く
！

美び

骨こ
つ

レ
ッ
ス
ン

10 月は
臓器移植普及推進月間です

　臓器提供について考え、家族で話し合い、その気
持ちを意思表示しましょう。
　臓器提供意思表示カードは、 健康推進課、彦根
保健所（和田町）にあります。
問い合わせ先　 健康推進課☎ 077-528-3619、

㈶滋賀県健康づくり財団☎077-525-2733

10 月は
骨髄バンク推進月間です

　多くの白血病などの血液難病患者が、骨髄移植
の機会を待っています。
　骨髄バンクについてご理解いただき、ドナー登
録をお願いします。
問い合わせ先　 健康推進課☎ 077-528-3619、
　㈶骨髄移植推進財団☎0120-445-445

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ　
　広報ひこね１０月１日号 21 ページに掲載しました「高齢者インフルエンザ予防接種　指定医療機関」のほか、
次の医療機関でも接種を受けることができます。
　◆神野レディスクリニックアリス（八坂町 2888-1）☎ 29-9025

　
11
月
５
日
の

午
前
は
、
が
ん
検

診
も
同
時
に
受
診
で

き
ま
す
。

　

が
ん
検
診
を
希
望
す

る
人
は
、

健
康
推

進
課
に
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

ひこね元気計画21
推進中！
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本
庄
氏
の
城
館
の
位
置
は
、愛
知
川
の

流
路
変
更
に
伴
う
混
乱
が
影
響
し
て
い

る
の
か
、明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
元

で
は
、将
監
が
願

ね
が
い

寺で
ら

と
し
て
建
立
し
た
と

伝
え
る
光
明
寺
や
久
留
美
神
社
御お

旅た
び

所し
ょ

一
帯
に
城
館
が
存
在
し
た
と
伝
え
て
い

ま
す
。

※　

古
代
か
ら
中
世
に
行
わ
れ
た
土
地

区
画

問
い
合
わ
せ
先　

教
育
委
員
会
文

化
財
課
☎
26-

５
８
３
３
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
26-

５
８
９
９
番
、
Ｅ
メ
ー
ル: 

bunkazai@
m

x.hikone.ed.jp 

愛え

知ち

川が
わ

の
流
路
変
更

　

現
在
の
愛
知
川
は
、服
部
町
の
北
辺

で
屈
曲
し
て
、北
か
ら
西
へ
と
流
れ
を

大
き
く
変
え
て
い
ま
す
が
、屈
曲
す
る

地
点
を
そ
の
ま
ま
北
へ
延
長
し
た
彦

富
町
・
出
路
町
・
田
原
町
・
上
岡
部

町
・
上
西
川
町
・
下
西
川
町
・
甲
崎
町

そ
し
て
湖
岸
の
薩
摩
町
へ
と
伸
び
る

ル
ー
ト
が
、か
つ
て
の
愛
知
川
の
本
流

で
し
た
。愛
知
川
が
も
た
ら
し
た
土
砂

に
よ
っ
て
少
し
高
く
な
っ
て
お
り
、現

在
は
、そ
の
上
に
各
集
落
が
帯
状
に
形

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、こ
の
ル
ー
ト
を

境
に
し
て
条

じ
ょ
う

里り

地
割
（
※
）
に
食
い
違

い
が
生
じ
て
い
る
点
で
す
。一
方
で
現

在
の
愛
知
川
を
境
に
右
岸
と
左
岸
で

条
里
地
割
に
食
い
違
い
は
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
。当
地
に
条
里
制
が
施
行
さ
れ

た
頃
、旧
愛
知
川
の
本
流
は
先
述
の
ル

ー
ト
に
沿
っ
て
流
れ
て
お
り
、当
時
の

愛え

知ち

郡ぐ
ん

と
神か

ん

崎ざ
き

郡ぐ
ん

の
郡
境
も
旧
愛
知

川
に
沿
っ
た
も
の
で
し
た
。

　

で
は
、
い
つ
頃
、
愛
知
川
の
流
路
は

変
更
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。文
献
資

料
な
ど
の
検
討
か
ら
、そ
の
時
期
は
比

較
的
新
し
く
、16
世
紀
頃
と
推
定
さ
れ

て
い
ま
す
。大
規
模
な
洪
水
が
原
因
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

栗く
り

見み
の

荘
し
ょ
う

　

愛
知
川
の
流
路
が
変
更
と
な
る
以

前
、
本
庄
と
そ
の
周
辺
一
帯
に
は
、
栗

見
荘
と
い
う
比
叡
山
延
暦
寺
が
領
す

る
荘
園
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。栗
見

荘
は
、
富と

み

永な
が

荘し
ょ
う（

長
浜
市
高
月
町
・
木
之

本
町
）・
木こ

津づ
の

荘し
ょ
う（

高
島
市
新
旭
町
）
と

と
も
に
「
三さ

ん

箇か

荘し
ょ
う

聖し
ょ
う

供ぐ

領り
ょ
う（

千せ
ん

僧そ
う

供く

領り
ょ
う）」
と
呼
ば
れ
、
延
暦
寺
の
重
要
な

経
済
的
基
盤
を
担
う
特
別
な
荘
園
で

し
た
。

　

栗
見
荘
は
、
現
在
の
彦
根
市
域
に

属
す
る
本
庄
村
・
田
附
村
・
新
海
村

と
、
東
近
江
市
域
の
新し

村む
ら

・
宮
西
村
・

乙お
と

女め

浜は
ま

村む
ら

・
福
堂
村
・
小
川
村
・
川
南

村
・
阿あ

弥み

陀だ

堂ど
う

村む
ら

の
10
村
で
構
成
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
に

は
「
栗
見
荘
十
郷
」
と
も
呼
ば
れ
ま
し

た
。本
庄
町
の
久く

留る

美み

神
社
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
「
栗
見
之
庄
由
来
之
事
」

（
応
永
４
年
：
１
７
９
２
）
に
よ
れ
ば
、

栗
見
荘
十
郷
の
祭
礼
で
日
吉
山
王
７

社
の
神み

輿こ
し

が
４
月
に
７
日
７
夜
の
神

事
を
行
な
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
ま

す
。愛
知
川
の
流
路
が
変
わ
り
荘
域
が

分
断
さ
れ
て
も
、栗
見
荘
の
伝
統
は
長

く
続
い
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
栗
見
荘
十
郷
の
中
で
本

庄
村
は
「
栗
見
庄
の
本も

と

な
り
、
故
に
本
荘
の
名

あ
り
き
」（『
近
江
輿よ

地ち

志し

略り
ゃ
く』）
と
記
さ
れ
る
よ
う

に
、
栗
見
荘
の
中
心
的

な
位
置
を
占
め
て
い
ま

し
た
。

本
庄
氏
と
本
庄
城

　

こ
の
本
庄
の
地
に
城

館
を
構
え
た
の
が
本

庄
氏
で
し
た
。
本
庄
氏

は
、
も
と
も
と
栗
見
荘

の
現
地
管
理
を
延
暦
寺

か
ら
委ゆ

だ

ね
ら
れ
た
荘

し
ょ
う

官か
ん

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
が
、
し
だ
い
に
本

庄
を
本
拠
と
し
て
武
士

化
し
、
城
館
を
築
く
よ

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

本
庄
氏
が
文
献
に
登
場
す
る
初
例
は
、

室
町
時
代
前
期
、本
庄
次
郎
左
衛
門
満み

つ

宗む
ね

な
る
人
物
で
す
。
以
後
、代
々
が
六
角
氏

に
仕
え
ま
し
た
。戦
国
時
代
の
末
に
は
、

本
庄
孫
次
郎
と
そ
の
子
與よ

太た

郎ろ
う

が
知
ら

れ
ま
す
。與
太
郎
は
名
を
将

し
ょ
う

監げ
ん

と
改
め
、

六
角
氏
の
有
力
な
家
臣
と
し
て
活
躍
し

ま
し
た
が
、六
角
氏
の
滅
亡
後
は
秀
吉
に

仕
え
、
秀
吉
が
天
下
人
に
な
る
と
、
彼
の

命
に
よ
り
福ふ

く

島し
ま

正ま
さ

則の
り

の
重
臣
と
し
て
５
、

０
０
０
石
を
領
し
ま
し
た
。関
ヶ
原
の
合

戦
後
に
福
島
家
が
断
絶
す
る
と
、
久
留

米
（
福
岡
県
）
に
赴お

も
む
き
、
久
留
米
藩
主
有

馬
氏
に
仕
え
た
よ
う
で
す
。

▲本庄町地図
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